
そうこえいぎ

回転させる方式のもの とある。 後械式の屯のは低い振動数， 電

磁式のものは高い振動数の場合に適している。(松井信夫)

そうこえいぎようやくかん 倉庫営業約款 (英) condi tions 

of deposit contract 倉庫営業者によ って， 不特定多数の寄託

者との倉庫寄託契約の内容たるべきものとして， あらかじめ定

型的に定められている条款。ふつう倉庫営業規則という。倉庫

業法では，約款たる倉庫営業規則が しいちじるしく公共の利便

を阻害するものならざること 1 を指示し，運輸大臣のきびしい

監督を規定するとともに， 営業規則に記載すべき条項を同法施

行規則で定めている。倉庫業法施行規則に定められた基準にし

たがって， 日 本倉庫協会は， 懐準倉陣営業規則を作成している。

国鉄では，昭和 7 ・ 4 秋葉原駅構内に倉陣営巣を開始し， ついてe笹

島駅(昭和 8 ・ 10) ，梅国駅(昭和 10 ・ 4) ， さらに第 2 次大戦末期青

森(昭和 19) に直営倉庫を開設したが，これら倉庫は昭和 24 ・ 3

直営を離れて日本運輸倉庫株式会社の運営となった。国鉄の現

行倉庫営業規則には，昭和 24 ・ 6 日 本固有鉄道公示第 36 号があ

る。(山本英一)

そうこしょうけん 倉庫証券 (英)warehouse warrant (米)

warehouse receipt 倉庫寄託契約において， 寄託者の諮求に

よって倉庫営業者が発行交付する法定要式(商法第 599 条)の有

価証券。保管貨物を代表し，それを処分しうる効力をもっ。主

要な機能は ( 1 )保管貨物の売貿を使ならしむること (2)保管貨

物を担保とする金融を使ならしむることにある。倉庫証券の形

式は 2 枚証券制(復券主義)か 1 枚証券ltiH単券主義)かで異な

り，前者では預証券と質入証券が発行され，後者では倉荷証券

が発行される。わが国で怜，明治 32 年|目商法で 2 枚証券制がと

られたが， 明治 44 年の商法改正で両者併用制となった。倉庫業

法によって，預証券および質入証券または倉荷証券の発行は許

可制である。許可をうけた営業者 ・ 倉庫をそれぞれ発券倉庫業

者 ・ 発券倉庫という。

参考文献内池廉吉若倉庫論(昭和 6 年)， (山木英一)

そうこせん倉庫線 (英)warehouse line , warehouse siding 

(独) La邑 eI・hausgleis 停車場， 区，工場等の機内にある倉庫に

対する積おろしに専用する側線をいい，簡易な積おろし場また

は荷役被械を設けることもある。(西国正之)

そうじうんそう 相次運送 (英)successive carriage 同一

の運送品につき数人の運送人が相ついて・運送をなす場合をいう。

交通機関および通信機関の発達に伴なう取引地峡の拡大によっ

て，一運送人が全区間の運送に従事することは事突上困難な場

合が多くなり，この障害を超克するために，数人の運送人が相

ついで連送を行う という 協力形態が発生してきたのである。

相次運送とし、う用語は商法第 579 条から出たものであるが，

相次運送を広義に解すれば ( 1 )数人の運送人が各自独立して各

特定区間の運送を引受ける湯合(部分巡送) (2)ー運送人が全区

間の運送を引受け，その全部または一部について他の運送人を

使用する場合(下請運送) (3)数人の運送人が共同して全区間の

運送を引受(内部的には分担)ける場合(同一連送) (4)数人の運

送人が順次に各区放につき共同して(巡常は通し運送状によ っ

て)運送を引受ける場合(共同運送または遮梢運送)の 4 つに分

類される。商法第 579 条は，数人相ついで巡送をなす場合にお

いては，各運送人は運送品の滅失 ・ き損または延滞につき iill帯

して損害賠償の貨に任ずるとしているが，前述した広義の相次

運送の 4 形態のうち， 部分運送の場合には各区間ごとに各独立

の運送契約が成立するのであるから，各迎送人はその引受けた

区間の運送についてのみ責任を負 うこととなり ， 下請巡送の場

合には，第 2 以下の運送人(下請運送人)は第 l の運送人(元前

運送人)の元前運送契約上の義務の履行のための補助者に過ぎ

ず，元前述送の荷送人とは直接の契約関係に立つことなく ， 下請

巡送人の過失については， 元諮運送人がその巡送のために使用

した者の過失としてその貨に任ずるから，いずれも商法第 579

条のような述幣責任を負わせる合1m的な根拠がなく ， また同一

巡送の機合には， 数人の運送人の連帯債務関係として解決され

るゆえ(商法第511条)特別の規定を必要としない。したがって上

述の規定は第 4 の共同運送の場合にのみ適用されると解すべき

である Gì!i説) 。それゆえ相次運送を狭義に解すれば，商法第579

条の適用を受ける共同運送の場合のみを拐すことになる。

この共同迎送とはし、かなる場合を指すかについても説が分れ

ている。これに|刻しては，最初の運送人が荷送人と契約を結ぶ

が， 第 2 以下の巡送人も迩送人相互間に運送上の連絡関係が存

するため，前の五I!送人から巡送を引継ぐと ， 当然前の運送人の引

受けた五I!送契約関係に加入し，彼もまた荷送人と直接の関係に

立つことと仕る特殊な形態であっ て，第 2 以下の運送人は荷送

人のためにする意思をもって相ついで運送を引受けることが必

要であるが， とくに荷送人との聞には運送契約がなくてもよい

と広義に解する説もある。しかし商法第 579 条が同第 577 条を

受けて，巡送契約上の義務不履行による損害賠償資任を連常と

した規定であることからみて， つぎの諸嬰件をみたすことが必

要ではなL、かと思われる。すなわち数人の運送人が場所的に連

続して順次逓送する場合であって， かつ ( 1 )術送人と各運送人

との聞に巡送契約の存在すること(この場合第 2 以下の運送人

と術送人との聞の運送契約は， 第 1 の運送人が運送人相互間の

契約によりあらかじめ代理権を与えられていて，自らの運送契

約の締結と同時に第 2 以下の運送人の代理人と して荷送人と契

約を結ぶものと解せられる) ， (2)各運送人は問ーの荷送人に対

し各独立した区聞の運送を引受けるものであること， (3)各当事

者の主観的要件として，各運送人は同一荷送人のため連続区聞

を分割j し ， その一部ずつの運送を引受ける意思，および運送人

相互間においても各意思の連絡があることを要し，また荷送人

も運送人に連続する各区間の運送を委託する意思を有すること，

の 3 要件が必要であるといえる。一般に行われている連絡運輸

はこの共同五I!送に該当するのであって，狭義における相次運送

の適例である。また相次運送のことを一般に通し運送とも L 、う

が，通し五I!送は共同運送のほかに下請運送 ・ 同一運送を含み，

さらに相次運送が数人の運送人聞にまたがる場合にかぎるのに

対し，通 し巡送は悶ー経営主体すなわち同一運送人の下であっ

ても兵種迎送軽量|刻にまたがり運送される場合をも包含するの

であって(鉄道営業法第四条の 2 ・ 1 8 条の 4 ・ 鉄道船舶通し運

送規則の別表)，相次運送よりも広義の観念である。

前述のように共同運送の場合にはその効果として， 各運送人

は運送品の滅失 ・ き損 ・ 延着による損害に対して連帯して損害

賠償のj\{に任ずる。これは荷送人の側方、らは，いずれの運送人

の過失によって損害が生じたかを立証することはほとんど不可

能だからである。もっとも商法第 579 条は任意規定であるから，

約款等で各巡送人が各自の運送区間を明らかにし， かっその区

間において生ずる煩容についてのみ貨を負うと定めると，それ

によることとなるのである。共同運送人の迎帯責任に関する上

記の規定は， 海上運送の場合にも準用されている (商法第 766

条)。また海陸にまたがる共同運送の場合にも ， この法則を類推

適用すべきものと考えられる(通説。ただし判例は反対)。他に

相次巡送に|刻しては，巡送が地理的に進展する関係であること

にかんがみ， 五I!送人の権利の代位行使等について規定が置かれ

ている(商法第 589 ・ 563 条)。
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